
数次相続での免税措置 

相続登記をするなら今がチャンス!? 

 相続が発生した場合、新しい所有者へ所

有権を移転させる相続登記を行う必要があ

りますが、この登記がされないことで、所

有者不明の不動産が増加する事態が深刻に

なっています。中には、相続が発生した親

の不動産について、相続登記がされないま

ま子も亡くなってしまうような、いわゆる

数次相続が発生することもあり、なかなか

相続登記が進まないという例も少なくあり

ません。 

平成３０年度の税制改正では、このよう

な相続による土地所有権の移転登記に関す

る登録免許税の免税措置が設けられていま

す。この免税措置により、個人が相続で土

地を取得したにもかかわらず、その土地に

ついて所有権の移転登記をしないまま死亡

してしまった場合、その個人を土地の所有

権の登記名義人とするために受ける登記に

ついては、登録免許税を課さないこととな

りました。 

 

１次相続での登録免許税が免税に 

 たとえばＡさんが所有している土地Ｘに

ついて、Ａさんが亡くなり、Ｂさんが土地

Ｘを取得したとします。このとき、Ｂさん

名義に所有権を移転する相続登記をしない

まま、Ｂさんも亡くなってしまうと、その

後Ｂさんから土地Ｘを相続するＣさんは、

ＡさんからＢさんへの相続登記（１次相続）

と、ＢさんからＣさんへの相続登記（２次

相続）を行うことになります（ただし、一

部例外有）。今回の免税措置は、この例でい

うＡさんからＢさんへの相続登記（１次相

続）の登記申請について、登録免許税を免

除するというものです。 

 

免税措置は平成３３年３月３１日まで 

 この免税は平成３３年３月３１日までの

時限措置です。本来は登記申請の際、土地

の固定資産税評価額に対して 0.4％の税率

がかかりますが、平成３０年４月１日から

平成３３年３月３１日までの間は免税とな

ります。 

 相続は重なると相続人が多数になり、手

続きが一層煩雑になります。未了の相続登

記がある場合は、この機会に整理してみて

はいかがでしょうか。 
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